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修了認定に係る英語資格・検定試験について 

 

奈良県次世代教員養成塾後期プログラム事務局  

 

 

 奈良県次世代教員養成塾後期プログラムの修了認定に必要な英語資格・検定試験（以下、

「英語試験」という。）の基準値は以下のとおりです。 

 

 

文部科学省が平成 30 年３月に公表したＣＥＦＲ（Common European Framework of  

Reference for Languages: Learning,teaching,assessment：外国語の学習、教授、 

評価のためのヨーロッパ共通参照枠）との対照表（別紙）によるＢ１以上のスコア 

  

  例 実用英語技能検定の場合、1950 以上のスコア 

 

 

 【注意事項】 

  ○受講生は、３年次に英語試験の資格を証明できる写しを提出すること。 

○英語試験の結果通知が３年次最終講座（１月予定）に間に合うこと。 

  ○上記はプログラムの修了認定に関わる一部の条件であり、この条件を満たすだけで 

   修了認定されるものではありません。（修了認定は講座の出席状況や課題の取組状況 

も評価対象です。） 
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